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　区は、令和６年３月に策定した新たな基本構想で、将来像「心やすらぎ　未来へはば
たく　笑顔のまち　大田区」を掲げました。これを実現するための道筋となるのが、こ
の基本計画で、より具体的なビジョンを掲げています。
　めざすビジョンは３つ、「心豊かに日々の生活を送れるまち」「機能的な都市づくりが
進むまち」「デジタル技術を活用した利便性の高いまち」です。区民の皆様の生活を支
えるソフト施策の充実や、将来を見据えたハード整備に加え、今や我々の生活に欠くこ
とのできないデジタルの視点から、めざすまちの姿を描きました。区民の皆様と力を合
わせながら、このビジョンを実現し、こども・若者から高齢の方まで、皆様から「住み続
けたい」と思っていただける大田区をつくってまいります。
　ビジョンに加え、課題にもしっかりと向きあっています。「少子化」「つながりの希薄
化」「担い手不足」、これらを分野横断的かつ中長期的に取り組むべき共通課題として
明確化することで、地に足の着いた計画といたしました。また、区を取り巻く国内外の
情勢がめまぐるしく変化する中においても、計画の実効性を高めるための仕組みも導入
しています。基本計画と一体で策定し、個々の事業を定めた実施計画は、状況の変化や
検証評価を踏まえ、毎年度、更新することとしました。スピード感と柔軟性を持って計
画を進めてまいります。
　計画を着実に推進するためには、区が有する限られた経営資源を最大限、有効に活
用する必要があります。このため、自治体としての区を経営するに当たっての考え方等
をまとめた、持続可能な自治体経営実践戦略を、基本計画と合わせて策定しました。
新たに定めた経営理念のもと、人材育成、業務の効率化、多様な主体との連携・協働、
情報発信、強靱な財政基盤の構築、公共施設マネジメントなど、幅広い取組を実践して
まいります。
　結びに、計画の策定に当たり、貴重なご意見やご提案をお寄せいただいた皆様に、心
より感謝申し上げます。

   誰もが 住み 続けたい大 田区へ

令和７年３月
大田区長



1 計画の目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　基本計画は、区の施策を総合的かつ体系的に示すことにより、基本構想で掲げた
将来像「心やすらぎ　未来へはばたく　笑顔のまち　大田区」を実現することを目的としています。

■大田区基本計画

1

2 計画の期間
　基本構想は、令和22年ごろ（2040年ごろ）を目標年次としています。
　基本計画の計画期間は、令和７年度から令和14年度（2032年度）までの８年間を第１期、令和15
年度（2033年度）から令和22年度（2040年度）までの８年間を第２期とし、今回策定したのは第１
期です。それぞれ４年目に中間見直しを行い、それまでの評価や区を取り巻く状況の変化を踏まえた
見直しを行います。実施計画の計画期間は３年間とし、毎年度、更新します。
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基本構想 【目標年次：令和22年ごろ（2040年ごろ）】
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4年間（令和7～10）

実施計画：3年間
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度

3 計画の位置付け
　基本構想、基本計画、実施計画を合わせて、総合計画と位置付け、総合計画と個別計画は、計画間
調整を図ります。
　総合計画及び個別計画を下支えするものとして、区の経営資源を最適化し、最大限に活用すること
で、持続可能性を確保する「持続可能な自治体経営実践戦略」を位置付けます。

基本構想：令和22年ごろ（2040年ごろ）の大田区のめざすべき将来像を提示し、
　　　　 今後のまちづくりの方向性を明らかにした、区の最上位の指針

基本計画：基本構想で掲げた将来像を実現するための施策等をまとめたもの

実施計画：基本計画の施策等を推進するための具体的な事業及びその年度別計画を
　　　　 まとめたもの

基本構想

基本計画

実施計画

持続可能な自治体経営実践戦略

おおた教育ビジョン 大田区地域福祉計画

など

おおた健康プラン 大田区産業振興ビジョン

大田区地域防災計画 大田区都市計画マスタープラン

計画間調整

総
合
計
画

個
別
計
画

下支え
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4 職員数見通し
　適正な職員定数を維持するために、これまで職員定数基本計画等に基づき、業務の見直しと職員
定数の縮減に努めてきました。一方で、職員定数を縮減するだけではなく、新たに発生する幅広い行
政需要に対応するため、執行体制の強化にも努めてきました。
　近年、少子高齢化の進行に伴う労働力人口の動向などを背景に、必要な職員数の確保が困難と
なっています。加えて、定年退職を迎
える職員は高水準で推移するととも
に、普通・勧奨退職をする職員も増
加しています。
　今後も、時代の変化とともに生ま
れる新たな行政 需 要に対応するた
め、業務量の増加が見込まれます。
実際に働く職員数は近年の動向を踏
まえると減少していくことが見込ま
れるため、より一層効率的な組織運
営を行うことが不可欠となります。

現員数・配分定数の推計
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大田区の総人口の推移

注１：各年1月1日時点の人口で、令和６年以前は実績値、令和７年以降は推計値
注 2 ：令和７年以降の人口は、コーホート要因法により推計  
資料：（令和６年以前）大田区住民基本台帳を基に作成
       （令和７年以降）大田区人口推計（令和６年４月）を基に作成

資料：所管課実績を基に作成       

1 大田区の特徴

2 計画策定の背景第     章

2 大田区の人口
　大田区の近年の総人口は、転入者数が転出者数を上回る転入超過により増加し続け、平成26年に
は70万人を超えました。その後も増加傾向は続いていましたが、新型コロナウイルス感染症の流行に
より、令和２年は転入超過数が大幅に減少し、令和３年には2,000人以上の転出超過となり、総人口
は減少しました。その後、令和５年に約6,000人の転入超過となったため、令和６年は前年比で総人
口が増加しました。
　令和７年以降の人口推計では、当面の間、増加傾向で推移しますが、令和24年ごろ（2042年ご
ろ）をピークに減少傾向に転じる見込みです。

3 財政見通し
　質の高い区民サービスの提供を維持し、自然災害や新たな感染症の蔓延などの予期せぬ財政需要
への機動的な対応や、未来への投資を着実に推進するためには、財政の持続可能性を確保すること
が不可欠です。
　そのため、区は以下の財政指標の目標値を定め、絶えず施策の新陳代謝に取り組み、経常収支比率
を適正水準に維持するとともに、計画的な基金残高の確保や特別区債の戦略的な活用など、財政対
応力を発揮し、将来にわたり強靱な財政基盤を構築します。

5 公共施設マネジメント
　高度経済成長期に、数多くの整備を進めてきた公共施設等は、今後、一斉に更新時期を迎えます。
　このような状況を踏まえ、中長期的な視点を持って、公共施設等の計画的な維持・更新、長寿命化に
よる財政負担の軽減、平準化を図るなど、総括的な管理を行うため、「大田区公共施設等総合管理計
画」（平成29年３月策定、令和４年３月改訂）を策定し、公共施設マネジメントを推進してきました。
　今後も、社会経済情勢等の変化や社会的要請への対応により、公共施設の延床面積の増加が予測
される中、引き続き、大田区公共施設等総合管理計画で掲げたとおり、公共施設の延床面積を、平成
27年と比べて令和42年（2060年）までに、おおむね１割程度総量削減することを目
標として、長期的な視点に立った持続可能な公共施設マネジメントを推進します。
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総人口は23区で３位

人 口

世田谷区

練馬区

大田区

足立区

江戸川区

板橋区

杉並区

江東区

葛飾区

品川区

923,210

745,927

740,519

698,276

693,570

578,914

577,147

541,685

469,916

412,786

資料：住民基本台帳による世帯と人口：毎月（東京都）を基に作成
（令和７年１月１日時点）

経常収支比率

80%台

財政基金残高

300～400億円程度
（標準財政規模の20％程度）

公債費負担比率

３～５％程度

面 積

61.86㎢  23区で1位

資料：全国都道府県市区町村別面積調（国土地理院）
（令和６年10月１日時点）

調布
大森

蒲田
糀谷・羽田

年 齢

年齢構成

資料：区住民基本台帳データ（令和７年１月１日時点）

15 ～ 64 歳
0 ～14 歳 65 歳以上

67.8% 22.2%10.0%

財 政

区の歳出を１万円とすると・・・

最も大きい歳出は民生費、5,586円

総務費
879円

衛生費
787円

土木費
844円

教育費
1,450円

公債費
55円

民生費
5,586円

その他
399円

資料：OTAシティ・マネジメントレポート(令和５年度決算版）を基に作成

区民のおよそ23人に１人が外国人

外国人

資料：区住民基本台帳データ（令和７年１月１日時点）

注：令和７年の外国人区民比率 4.3%

世界とつながる日本の玄関口、
羽田空港

空 港
















